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【手続補正書】
【提出日】平成27年1月30日(2015.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　改善された熱安定性を有し、かつ
　（Ａ）１分子あたり平均して少なくとも０．１個のケイ素結合アルケニル基を有する有
機ポリシロキサンと、
　（Ｂ）１分子あたり平均して少なくとも２個のケイ素結合水素原子を有する架橋剤と、
のヒドロシリル化反応生成物である、ゲルであって、
　（Ａ）及び（Ｂ）が、
　（Ｃ）ヒドロシリル化触媒と、
　（Ｄ）（Ａ）及び（Ｂ）の総重量に基づいて約０．０５～約３０重量パーセントの量で
存在するフタロシアニンと、の存在下でヒドロシリル化を介して反応し、
　（Ａ）及び（Ｂ）が、（Ｃ）及び（Ｄ）の存在下で（Ｅ）シリコーン流体と任意に反応
し、または
　（Ａ）及び（Ｂ）が、（Ｃ）、（Ｄ）、及び（Ｅ）の存在下で任意に反応し、
　前記ゲルが、ＴＡ－２３プローブを３ｍｍの深さまで前記ゲルに挿入するのに必要とさ
れる重量として計算され、１０００時間２２５℃での熱老化後に測定されるときに、約１
５００グラム未満の硬度を有し、
　前記ゲルが強化充填剤を含まない、ゲル。
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【請求項２】
　前記（Ｄ）フタロシアニン又はそのハロゲン塩が、誘導結合プラズマ及びＡＳＴＭ／Ｕ
ＯＰ　７１４－０７を使用して判定されるときに、前記ゲルの総重量に基づいて少なくと
も４０，０００ｐｐｍの前記金属の量で任意に存在する金属を含む、請求項１に記載のゲ
ル。
【請求項３】
　前記金属が、鉄、マグネシウム、コバルト、及び銅からなる群から任意に選択される遷
移金属である、請求項２に記載のゲル。
【請求項４】
　前記ハロゲン塩が、塩化フタロシアニンとして更に定義され、かつ前記金属を含む、請
求項２に記載のゲル。
【請求項５】
　前記（Ｄ）フタロシアニンが、２９Ｈ，３１Ｈ－フタロシアニナト（２－）－Ｎ２９，
Ｎ３０，Ｎ３１，Ｎ３２鉄、２９Ｈ，３１Ｈ－フタロシアニナト（２－）－Ｎ２９，Ｎ３
０，Ｎ３１，Ｎ３２マグネシウム、２９Ｈ，３１Ｈ－フタロシアニナト（２－）－Ｎ２９
，Ｎ３０，Ｎ３１，Ｎ３２コバルト、及び２９Ｈ，３１Ｈ－フタロシアニナト（２－）－
Ｎ２９，Ｎ３０，Ｎ３１，Ｎ３２銅からなる群から選択される、請求項３に記載のゲル。
【請求項６】
　（Ｅ）が、官能性シリコーン流体として更に定義され、前記ヒドロシリル化反応生成物
が、（Ａ）、（Ｂ）、及び（Ｅ）のヒドロシリル化反応生成物として更に定義され、（Ａ
）、（Ｂ）、及び（Ｅ）が、（Ｃ）及び（Ｄ）の存在下でヒドロシリル化を介して反応す
る、請求項１に記載のゲル。
【請求項７】
　前記硬度が、熱老化後に最初に減少する、請求項１に記載のゲル。
【請求項８】
　熱老化後に最初に減少する４０グラム未満の硬度を有し、前記フタロシアニンが、（Ａ
）及び（Ｂ）の総重量に基づいて０．１～２重量パーセントの量で存在し、かつ鉄、マグ
ネシウム、コバルト、及び銅からなる群から選択される金属を含み、（Ａ）及び（Ｂ）が
、ケイ素結合水素原子とケイ素結合アルケニル基との比が約１．３：１未満であるような
量で存在する、請求項１に記載のゲル。
【請求項９】
　電子構成要素と、請求項１～８のいずれかに記載のゲルとを備える、電子物品。
【請求項１０】
　チップと、請求項１～８のいずれかに記載のゲルとを備える、絶縁ゲートバイポーラト
ランジスタであって、前記ゲルが前記チップを被包する、絶縁ゲートバイポーラトランジ
スタ。
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